
元森林組合長からの申し立てに対する見解 
 

                              ２００９年４月２４日 
 
１．事案の概要と審理の経緯 
（１）本事案は、２００９年１月１１日付朝刊１面と２面に掲載された「ルポにっぽん 解

雇…そこに共産党」（見出しは東京本社最終版）について、記事に登場する奈良県川上村

の元森林組合長が、事実に反する報道によって思想・信条を周囲から誤解され、名誉・

信用が著しく傷つけられたとして、記事の訂正を求めて当委員会に救済を申し立てたも

のである。 
（２）当委員会は、朝日新聞社側（政治グループ）から申し立てに対する釈明を求めたう

え、委員会事務局が２月１８、１９の両日、現地で元森林組合長（以下、申立人）、その

関係者や村民から聞き取り調査をした。さらに記事を執筆した政治グループの高橋純子

記者からも聞き取りをした。それらの結果をもとに、３月４日に臨時の委員会を開き、

争点を整理して論議したうえ、３月２５、２６の両日、長谷部恭男委員と事務局が現地

に赴いて、申立人や関係者からヒアリングを行うとともに、村民からも再度の聞き取り

調査をした。３月３１日に第５期第１回報道と人権委員会を開催し、高橋記者のほか、

中西豊樹・政治グループ次長、根本清樹・政治グループエディターからヒアリングを行

った後、各争点について審議した。 
 
２．記事掲載までの経緯 
  昨年１１月下旬、共産党の党勢拡大の背景を取材していた高橋記者（以下、記者）が

川上村を訪問し、同村で唯一の共産党所属の村会議員（以下、共産党村議）への取材か

ら、「村の保守の重鎮でありながら、共産党村議とも話をする人格者」として申立人を知

った。共産党村議から、次期総選挙では申立人との間で、「選挙区は民主、比例区は共産」

という話が進んでいると聞き、共産党村議を通して取材を申し込んだ。かねて、時折訪

ねてくる共産党村議と懇意だった申立人は、即座に取材に応じることを約束した。取材

は翌日午後、申立人の自宅で共産党村議が同席して行われた。記事は、取材から約１カ

月半後に掲載された。 
 
３．主な記述上の争点と委員会の判断 
 申立人は、記事に記載されている本人にかかわる内容のほぼすべてについて、事実に反

すると主張しており、以下、検討する。 
（１）記事の記述の真実性 
 ①「川上村の衆院奈良４区は、次の総選挙で自民と民主の一騎打ちとなる見込みだ。水

面下で『選挙区は民主、比例は共産』という『選挙協力』が進む。主導しているのは、
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村の元森林組合長（８５）。」 
 （イ）申立人側の主張 

次の総選挙では、川上村出身で民主党から立候補する大西孝典氏を支持している。

時折村議会の報告などにくる共産党村議とは昨年９月ごろ、「共産党は選挙区では勝て

ないのだから、民主党候補をよろしく頼む。選挙区で民主党に入れてくれたら、うち

はオレと家内の２票あるから、それを比例で共産党に入れてやる」と話した。共産党

村議は「共産党は奈良４区には出ない」と言い、話はそれで終わっている。記者にも、

この話をしたかも知れないが、家内にも、まして他人にも「比例は共産」などと薦め

たことはない。私は１級の視覚障害者で耳も遠く、肺がんにもかかっている。電話も

ほとんど自分でかけられない。車も手放しており、タクシーを使っての外出は診療所

に月１度、散髪に隔月に行く程度だ。訪ねてくる人も少なく、１７戸の集落で、妻と

余生を静かに暮らしているのに、選挙協力の主導などできるはずがない。 
 （ロ）朝日新聞社側（政治グループ、以下同じ）の主張 

記事でいう「選挙協力」は、申立人と共産党村議の間での話のことを指しており、共

産党と民主党の間で協力が進んでいて、それに申立人が関与しているという意味ではな

い。相当数の支持政党が違う者同士が、票のやり取りをすることを「選挙協力」と表現

した。その範囲も奈良４区ではなく川上村での話である。 
取材の際、申立人は「共産党とも話をし、個人党は民主、比例は共産党に入れようと

いう話をしている」と言った。記者が「でも皆さんは、本当に共産党に入れてくれます

かね」と尋ねると、申立人は「自分が頼めば入れてくれますよ。田舎の政治というのは

政策なんかじゃないんですよ」と答えた。これらのやり取りを含め、申立人への取材で

はメモもある。 
「主導」という言葉を使ったのは、取材の際に「私が頼めば入れてくれるんですよ」

と言ったことや共産党村議から保守の重鎮であると聞いたこと、昨年の村長選で複数の

村会議員が相談に来たことなどから、申立人が今でも、地元で政治的影響力を持つ人物

であり、他の村会議員などが訪ねてきたときに、「比例は共産」という話をしていると

判断したことに基づく。 
（ハ）委員会の判断 

ヒアリング結果から、記者が「選挙協力」に関心を寄せ、これに関する質問をした

可能性は高いと思われる。そして、昨年９月に申立人と共産党村議の間で票のやりと

りの話があったことなどを背景に、３人の間で「選挙協力」について話が及んだ可能

性がある。しかし、共産党村議や申立人に対する取材の際に、いつどこで「選挙協力」

の話し合いがなされ、どのように「主導」しているのかなどの「選挙協力」の具体的

な内容が詰められていないこと、申立人から取材した後、裏付けのため村で他の人へ

の取材が行われていないことを記者は認めている。 
一方、申立人などへのヒアリング結果からは、申立人と共産党村議の間で、「選挙区
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は民主、比例は共産」という話をしたのは、昨年９月ごろの 1 回だけだったこと、組

織的な話ではなく個人的なものであったことが認定できる。 
また、記者や共産党村議が想定した「選挙協力」は、申立人が訪ねてきた人や近く

の村民に「比例は共産」と働きかけることだったと見られる。しかしながら、申立人

が「比例は共産」と働きかけたり、働きかけようとしたりした事実は、２回の現地調

査によっても見いだせなかった。共産党村議も、自身が実践している協力は、支持者

に投票について聞かれれば「選挙区は民主に入れる」と言う程度で、積極的に働きか

ける意思はないことが、調査結果から認められる。 
日常生活についての申立人の主張は、他の村民の話と符合しており、申立人の自宅

を村会議員が訪ねてきたのは、村長選のときを除けば共産党村議と縁戚の村議に限ら

れていることがうかがわれる。 
申立人はかつて、村議会議員選挙や村長選挙などで選挙運動に参加していたが、１

９９７年（平成９年）に両目の視力が極端に低下してからは、ほとんど選挙運動に関

与していなかったことが、申立人のヒアリングのほか、調査結果から認められる。２

００８年の村長選（無投票）では現職村長の事務長を務めたものの、これも以前から

務めてきたこともあり、村長から名前だけでも貸して欲しいと依頼されたためと判断

される。その村長らも、今の申立人の政治的影響力には否定的である。 
今回のように、個人の間で相当数の票を融通し合うことを「選挙協力」と表現する

ことは、一般読者が組織的な票のやりとりが行われていると誤解する可能性があるう

え、文章通りに読めば、川上村だけでなく奈良４区全体で「選挙協力」が行われてい

るとも受け取れる。仮に「選挙協力」を朝日新聞社側が主張する意味に解し、その範

囲を川上村に限ったとしても、共産党村議との間で個人的な票のやり取りについて話

したことを超えて、申立人が村民に共産党への投票を働きかけている事実を確認でき

なかったことは先述した通りであり、申立人の身体状況や日常生活からみて、「主導」

はほとんど不可能と判断される。申立人は、これからも「比例は共産」と働きかける

ことのみならず、共産党に投票する意思もまったくないことを明らかにしている。 
以上の理由から、記者が共産党村議の話などから政治的影響力を行使できる人物と

いう印象を持ったことは理解できなくはないが、申立人である元森林組合長が「選挙

協力」を「主導」しているとする記述を、事実として認めることはできない。記者の

取材や記事の表現に問題があったと言わざるをえない。 
 

 ②「５０年来の自民党員だが、郵政民営化を契機に民主党支持に変わった」 
（イ）申立人側の主張 

郵政民営化に反対しているのは事実だが、民主党を応援するようになったのは地元

出身の前田武志参院議員が自民党を離党し、その後、民主党が発足した１９９８年か

らだ。記者が「郵政民営化に反対して自民党を辞めたのか」と質問するので、「いや、
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視覚障害者になって自民党支部長を辞めたが、今でも自民党員だ。（昨年の）総裁選で

も投票した」と答えた。郵政民営化については、村議会が党派を超えて反対の意見書

を採択している。 
（ロ）朝日新聞社側の主張 

申立人は「自民党員でまだ党員証は送られてくるが、５年くらい前から民主党を応援

するようになった」と言った。「郵政民営化が民主党支持のきっかけになったのか」と

いう質問に対し、申立人は「そうだ」と答えたうえで、「それと前田先生が民主党へ移

ったということも大きい」と話した。自民党総裁選については、「息子は投票したよう

だが自分は投票していない」と言っていたように思う。 
（ハ）委員会の判断 

申立人が、前田参院議員が自民党に所属していたころからの支持者で、前田議員が民

主党に移ってからは、民主党を応援していることは、村民の話と合致している。郵政民

営化が争点となった前回の総選挙では、民主党候補を熱心に応援したことは認められる

が、「郵政民営化を契機に民主党支持に変わった」との表現は、適切さにおいて疑問が

残る。 
なお、取材の席で、申立人が昨年の自民党総裁選で投票したと話したことは、共産党

村議も認めている。申立人の長男は当委員会の調査に、自民党の総裁選では投票しな

かったと述べており、朝日新聞社側の認識とは異なる。 
 
③「共産党に投票することに抵抗感はないという」 
（イ）申立人側の主張 

「共産党に抵抗はありますか」と記者から聞かれたとき、はっきり「共産党は嫌いだ」

と言っておけばよかった。舌足らずだった。言えなかったのは、そばに共産党村議が

いたからだ。抵抗がないと話したのは、この村議を共産党とは思っていないという趣

旨だった。これまで、村会議員選挙も含めて共産党に投票したことはないし、他人に

投票を働きかけたこともない。 
（ロ）朝日新聞社側の主張 
「共産党に投票することに抵抗感はないか」と質問したところ、申立人は「それはな

い」と答え、「庶民のイメージ」「身近に感じている」とも話した。 
（ハ）委員会の判断 

川上村では、申立人が共産党支持を示唆する発言をしたとしても、申立人を知る人の

ほとんどは、真意とは受け取らないことが、調査結果からうかがわれる。共産党村議

は過去の国政選挙で、申立人が近隣住民に共産党への投票を働きかけてくれたと思っ

ているが、近隣住民は申立人からの働きかけを否定している。申立人が「抵抗感はな

い」という発言をした事実は認めることはできるが、その趣旨は、申立人の主張の通

りだった可能性が大きい。 
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④「『自分の考えを持って行動しないと、村も政治もよくならないと思うようになった。

それがなかったら、惰性で死ぬまで自民党支持だったかもしれない』」 
（イ）申立人側の主張 

記者に、記事に書いてあるようなことを言ったかどうかはっきりとした記憶がない。

しかし、言ったとしても、その前に今でも自民党員であることを言っている。記事は

真意に反している。 
（ロ）朝日新聞社側の主張 
「惰性で」「死ぬまで」という言葉は非常に強烈な言葉で、強く記憶している。惰性と

いう漢字が思い出せず、取材後、メモに取れなかった部分の記憶をたどりながらメモ

に書いた。 
（ハ）委員会の判断 

言葉としては、記述のような内容が、申立人の口から出た可能性はある。しかし、「選

挙協力」の記述等の検討結果と合わせて考慮したとき、申立人の真意を伝えているか

どうか疑問が残る。 
 

４．匿名性の約束と「元森林組合長（８５）」の表現 
     （イ）申立人側の主張 

どのような原稿に書くのか、分からなかったが、記者には自分だと分からないように

書いてくれ、と言った。記者からは「森林組合長と書いていいですか」という問いは

なかった。年齢がなくても「元森林組合長」だけで、村内や知人の間では申立人であ

ることが分かってしまう。 
（ロ）朝日新聞社側の主張 
「実名ではまずいですか」と聞いたら、「名前は出さないでほしい」と言われた。「そ

れでは、元森林組合長ということで」と念を押した。年齢については、「記事の掲載日

によって年齢が変わるので、生年月日を教えてください」と説明した。匿名について

は、社内に明確な規定はない。今回の場合、人物が事実上特定され、その点は申し訳

ない。 
    （ハ）委員会の判断 

        取材での具体的やり取りについては、双方の言い分は違うが、匿名の約束があったこ

とは争いがない。本件の対象記事は申立人の思想信条にかかわる内容を含んでおり、

氏名を匿名にしても、年齢や肩書を記載することで人物が事実上特定される点で、慎

重さを欠いた。 
      

５．結論 
     申立人は、本件記事が掲載されたことを家族や共産党村議から聞いて知ってから、食欲が

 5



減退し、夜も眠れなくなったうえ、人目を避けて外出を控えるようになったと訴えている。

他方、調査結果では、申立人をよく知る村民たちは、本件記事にも冷静な反応を示し、申

立人に対する評価を変えていないことがうかがえる。 
委員会としては、申立人の救済および読者への説明責任という観点から、この見解で示

した判断を踏まえた対応をとることを朝日新聞社に求める。 
 

                           朝日新聞社報道と人権委員会 
                                   本林  徹 
                                   長谷部恭男 
                                   藤田 博司 
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